
監理支援機関の許可申請手続【施行日前申請用】
R8.4.15‐R9.3.31

○育成就労法の施行に先立ち、施行日前から監理支援機関の許可の申請（以下「施行日前
申請」といいます。）を受け付けます。
受付期間は、令和８年４月１５日（水）から令和９年３月３１日（水）です。
申請は、監理支援事業を開始する６か月以上前までに行ってください。

○期間中は申請が集中することが予想されます。施行日以降早期に監理支援事業を行うこ
とを希望する場合には、令和８年９月３０日（水）までに申請を行ってください（ただし、
同日までに申請を行った場合であっても、令和９年４月１日の許可を確約するものではあ
りません。提出書類等に不備がないよう、次の提出書類一覧・確認表をよくご確認いただ
き、申請してください。）。

○許可証は監理支援事業を行う事業所ごとに交付されますが、監理支援事業所が複数ある場合でも、
事業所ごとに申請を分ける必要はありません。

○なお、優良な監理支援機関の認定は、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づき評価を
行いますので、施行日前申請及び制度施行直後の申請受付は行いません。認定基準の詳細等につ
いては、おって育成就労制度運用要領において示される予定です。

１．監理支援機関の許可に係る施行日前申請について

２．申請書・必要書類等について

申請先

申請は、監理支援機関になろうとする法人がどこに所在していても、機構
の本部審査課において受け付けます。地方事務所では受け付けていませんの
でご注意願います。
機構本部事務所の連絡先は次のとおりです。
〒108-0022
東京都港区海岸三丁目２番１２号 安田芝浦第２ビル５階
外国人技能実習機構本部審査課分室
電話：０３－６７１２－１９２３

申請方法
書留等（レターパックプラス（赤）など）で郵送（対面による手渡しで届

き、受領印又は受領の際の署名を行い、かつ「信書」を送ることができる方
式）によりお願いします。

申請書
機構のホームページからダウンロードできます ⇒

（片面印刷でお願いします）。

必要書類

許可申請１件につき、申請書（正本１通）及び添付書類（正本１通）が必
要となります。
許可申請における必要書類については、次の提出書類一覧・確認表をご覧

になり、片面印刷で、記載例を参照してご用意ください。
※ 提出された書類（正本）は返却できません。
※ 申請書を提出する前に必ず提出書類一覧・確認表により不足書類がないか確認願
います。



申請者の名称
申請者の住所
代表者の氏名

①
監理支援機関許可関係書類一覧・確認表（本
表）

本表 ○
・申請前に本表にて提出書類をご確認の上、申
請書類一式の一番上に綴じてください。 有 無

②
監理支援機関許可申請書／監理支援機関許可
有効期間更新申請書

省令様式第１５号 ○ 有 無

③ 監理支援事業計画書 省令様式第１６号 ◎
・６欄及び７欄について、育成就労事業年度ご
との内訳を記載した「監理支援事業計画書（別
記様式第16号）別紙」（機構様式）を添付し
てください。

有 無

④ 申請者の概要書 参考様式第２－１号 ○ 有 無

⑤ 申請者の会員・組合員等一覧表 参考様式第２－９号 ○
任意様式を使用する場合、参考様式第２ー９号
の各項目をもれなく記載してください。項目の
省略は認められません。

有 無

⑥
監理支援事業の実務に従事する常勤・非常勤
の役職員の業務体制

参考様式第２－10号 ○ 有 無

⑦ 通訳人の確保が確認できる書類 ○

・通訳人を確保していることが確認できる書類
として、以下の（１）（２）の場合に応じてそ
れぞれ①及び②の資料が必要です。
（１）通訳人が申請者の職員（常勤又は非常
勤）の場合
　　①雇用契約書の写し
　　②（日本国籍を持たない者の場合は）
　　　在留カードの両面の写し
　　　※特定在留カード及び特定特別永住
　　　　者証明書の場合は表面のみ提出
（２）通訳業務を委託する場合
　　①申請者と通訳人との間で締結された
　　　通訳業務委託契約書の写し
　　②（日本国籍を持たない個人に委託す
　　　る場合は）在留カードの両面の写し
　　　※特定在留カード及び特定特別永住
　　　　者証明書の場合は表面のみ提出
・雇用契約書又は業務委託契約書には、通訳す
る言語を明記してください。

有 無

⑧ 申請者のホームページ全ページの写し ○ 有 無

⑨ 登記事項証明書 ○
・履歴事項全部証明書の提出が必要です。
・申請者の法人登記に係るものを提出してくだ
さい。

有 無

⑩ 定款又は寄附行為の写し ○

・定款又は寄附行為の事業内容等に、育成就労
制度に係る監理支援事業を行う団体であること
を明記いただく必要があります。
・定款等を変更するための手続等については、
各団体の設立に関する各省庁等にご確認くださ
い。

有 無

R8.4.6

番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

監理支援機関許可申請に係る提出書類一覧・確認表

・ 申請書及び添付書類は、片面印刷のものに記載し、本表にてご確認（申請者確認欄の「有」又は「無」に〇を付けて

ください。）の上、書類の番号順に並べ、本表とともに提出してください。

なお、書類は、正本（申請書、添付書類）１通を、ホッチキスやクリップ等で綴じたり付箋等で見出しを付けずに提出

してください。

・ 「提出の要否」欄の印の意味は以下のとおりです。

◎： 監理支援事業所ごとに提出が必要なもの

○： 必ず提出が必要なもの

・ 書式の欄の「省令様式」は必ず使用しなければならないもの、「参考様式」は必ず使用しなければならないものでは

ありませんが、同様の内容を記載した書類を提出する必要があるものです。「省令様式」については機構ＨＰに掲載

している最新の様式を使用してください。

・ 監理支援機関の許可の許可基準に関し分野所管大臣が告示で定めた基準に適合することが求められている育成就労産業

分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行おうとする場合や個別具体的な申請内容に応じて資料が必要であると認め

られる場合などには、本表に記載している資料以外の資料の提出を求めることがあります。具体的な書類は別途、随時

お示ししていきます。

・記載条件のある場合を除き、原則として空欄は作らず、対象がなければ「なし」等と記載して下さい。

・提出された書類は原則返却しません。必要に応じて写しを取っておいてください。
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番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

⑪
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律により行政庁に提出することとなっ
ている事業報告書及び事業計画書

○ ・申請者の法人類型が公益社団法人又は公益財
団法人の場合に限ります。 有 無

⑫
船員職業安定法第３４条第１項の許可証の写
し ○ ・船員である監理型育成就労外国人に係る監理

支援を行う場合に限ります。 有 無

⑬ 直近２事業年度の貸借対照表の写し ○

・２事業年度分の提出ができない場合は、その
旨の疎明書を提出してください（サンプルを機
構HPに掲載しています）。
・設立から１事業年度が経過していない場合
は、設立時の貸借対照表を提出してください。
・設立から１事業年度以上経過しているが、２
事業年度以上は経過していない場合は、設立時
の貸借対照表及び１事業年度目の貸借対照表の
写しを提出してください。
・直近の事業年度で債務超過の状態にあった場
合、申請時に直近の月次試算表を合わせて提出
するなどの対応をし、債務超過の状態が解消さ
れていることが確認できることが必要です。

有 無

⑭
直近２事業年度の損益計算書又は収支計算書
の写し ○

・設立から1事業年度が経過していない場合
は、１事業年度目及び２事業年度目の事業計画
書及び収支予算書を提出してください。
・設立から1事業年度以上経過しているが、2
事業年度以上は経過していない場合は、1事業
年度目の損益計算書又は収支計算書の写し及び
次年度の事業計画書及び収支予算書の写しを提
出してください。

有 無

⑮ 直近２事業年度の法人税の確定申告書の写し ○

・法人税の確定申告書の写し（別表１）を提出
してください。
・設立から1事業年度以上経過しているが、２
事業年度以上は経過していない場合は、１事業
年度目の法人税の確定申告書の写し（別表１）
を提出してください。
・電子申告・納税システムを利用した場合は、
e-Taxからの受信完了メール（タイトルが「受
信通知」となっているもの）を添付してくださ
い。
・書面で提出する場合は、収受印が押なつされ
ていない写しを添付することでも差し支えあり
ません。

有 無

⑯ 直近２事業年度の法人税の納税証明書 ○

・管轄税務署で取得できる国税の納税証明書
（「その２」所得金額の証明）を提出してくだ
さい。
・設立から1事業年度以上経過しているが、２
事業年度以上は経過していない場合は、１事業
年度目の法人税の納税証明書（「その２」所得
金額の証明）を提出してください。

有 無

⑰
預金通帳の写し等の現金・預貯金の額を証す
る書類 ○

・預金通帳のうち、団体名・口座番号・口座種
別（普通・当座）・金融機関名・支店名等が分
かるページ及び直近３か月分の取引内容が分か
るページのコピーを提出してください。
・監理支援機関の適正な運営や不審な取引がな
いかを確認するため、黒塗りなどのマスキング
は施さないでください。
・現金でも管理している場合は、現金出納帳も
併せて提出してください。

有 無

⑱ 申請者の運用経費の支出が確認できる書類 ◎

・預金通帳から監理支援事業所等に係る水道光
熱費や賃借料並びに監理支援責任者をはじめと
した役職員に係る給料や社会保険料等の支出実
績が確認出来ない場合は、これらの経費の直近
３か月分の支出実績が分かる書類（領収書の写
し 等)を提出してください。
・物件の賃貸借契約の開始時期や職員の雇用開
始時期等の関係で支出実績が３か月に満たない
場合は、申請時点で生じている実績に係る分の
みを提出してください。

有 無

⑲‐１
監理支援事業を行う事業所の建物に係る不動
産登記事項証明書 ◎

・建物の登記事項証明書（全部事項証明書）を
提出してください。
・監理支援事業所が複数ある場合は、全てのも
のを提出してください。
・賃貸物件の場合も提出してください。
・土地の登記事項証明書は提出不要です。

有 無

⑲‐２ 同一所在地証明 ◎

・不動産の登記事項証明書の所在地と賃貸借契
約書の住所地が異なる場合は、以下の書類を提
出してください。
　・市区町村役場発行の同一所在地証明
　　（住所（所在地）表示変更証明書）

有 無
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番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

⑳
監理支援事業を行う事業所の不動産賃貸借契
約書の写し ◎

・監理支援事業所が複数ある場合は、全てのも
のを提出してください。
・不動産の所有者から申請者までの間の関係性
を全て確認する必要があるため、転貸借の場合
は原賃貸借契約書及び転貸借契約書の写しを提
出してください。
・申請者（監理支援機関になろうとする法人）
が所有する物件を使用する場合は提出不要です
が、代表理事等役員が個人所有する物件につい
てはこの限りではありません。

有 無

㉑
監理支援事業を行う事業所から育成就労実施
場所までの移動時間が分かる書類 ◎

・交通機関アプリケーションの検索結果の写し
などを提出してください。
・離島に育成就労実施者の事業所が所在する場
合など、交通上の事情等により、日帰りでの対
応が不可能である場合には、監理支援機関の役
職員が到着するまでの間の一時的な避難先（宿
泊施設等）として選定した施設の名称、住所、
連絡先が分かる資料を提出してください。な
お、当該例外措置をとる場合であっても、迅速
な対応を行える場所、例えば、当該離島が属す
る都道府県内や隣接する都道府県内に事業所を
設置していない場合、適切な保護体制を有して
いないと判断されることがあります。
・監理支援機関の事業所と育成就労実施場所の
距離が、業務時間内に日帰りで往復することが
明らかに可能な位置関係である場合は提出の必
要はありません。

有 無

㉒‐１
建物の平面図
（建物の入口があるフロア全体及び監理支援
事業を行う事業所があるフロア全体）

◎

・建物の入口から監理支援事業所の入口までの
動線を必ず明記してください。
・平面図には、監理支援事業所の場所以外に、
階段、廊下、エレベーター及び他の事業者名等
も明記してください。
・㉒-３の写真がどの方向から撮影したかが分
かるように、平面図内に矢印と番号を付記して
ください。

有 無

㉒‐２ 監理支援事業を行う事業所の平面図 ◎

・面談スペースを含む監理支援事業所の平面図
（オフィス家具、フロアの寸法及び全てのドア
の配置も記入）。

・㉒-４の写真がどの方向から撮影したかが分
かるように、平面図内に矢印と番号を付記して
ください。

注意）面談スペースを事務所以外（他の階等）
に設置する場合は、別途平面図（動線付き）を
提出してください。

有 無

㉒‐３ 建物の写真 ◎

・建物の全景（正面・側面・背面）
・建物入口から事業所入口までの動線に沿った
前後（建物入口、廊下、ホール、階段等）のも
の
・外看板、郵便受、入居事業者案内
・監理支援事業所入口ドア写真（看板含む）

注意）平面図と対比させるため、写真には番号
を付記してください。また、写真はA4用紙１
枚につき１～4枚程度に収まるようにしてくだ
さい。

有 無

㉒‐４ 監理支援事業を行う事業所の写真 ◎

・監理支援事業所内部の全景（各部屋の隅から
中央に向けて２方向から撮影）
・個人情報の保管場所（施錠可能な設備である
こと※鍵を付けた状態で撮影）
・面談スペース（プライバシーに配慮し覗かれ
ない構造が必要）の内部全景（２方向以上から
撮影）

注意）
・隣室との繋がりがわかるようドアは開けた状
態（事業書内部から外部ドア方向への写真含
む）で撮影してください。なお、面談スペース
に限りドアを閉じた写真も提出してください。
・平面図と対比させるため、写真には番号を付
記してください。また、写真はA4用紙１枚に
つき１～4枚程度に収まるようにしてくださ
い。

有 無

㉓
個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する
規程の写し ◎ ・機構HPに規程例を掲載しますので、参考に

してください。 有 無

㉔ 監理支援機関の組織体系図 ○
・個人情報を取り扱う部署を明示してくださ
い。
・個人情報を取り扱う部署が区分されているこ
とを明示することが必要です。

有 無
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番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

㉕‐１
監理支援機関の業務の運営に係る規程の写し
（監理支援費表を含む。） ◎

・機構HPに規程例を掲載しますので、参考に
してください。
・監理支援費表を必ず添付してください。な
お、監理支援費表については下記㉕-２を参照
してください。
・許可後に規程をインターネット上に公開する
必要があります。

有 無

㉕‐２
監理支援費表（監理支援機関の業務の運営に
係る規程の別表） ◎

・機構ＨＰに様式を掲載しますのでご活用くだ
さい。
・監理支援費（育成就労外国人1人当たり）は
1年間の金額を記載してください。
・監理支援費表の講習手当や外国の送出機関へ
支払う費用は、取次ぎに関する契約書（協定
書）に定める金額と合致しなければなりませ
ん。
・許可後に規程とともにインターネット上に公
開する必要があります。

有 無

㉖ 申請者の誓約書 参考様式第２－２号 ○ 有 無

㉗

役員の住民票の写し（市区町村から交付され
るものが「住民票の写し」ですので、改めて
コピーをとるのではなく、市区町村から交付
されたものを提出してください）

※役員が営業に関し成年者と同一の行為能力
を有しない未成年者である場合
１　法定代理人が個人の場合
　　法定代理人の住民票の写し
２　法定代理人が法人の場合
　　法定代理人の登記事項証明書、定款又は
　寄付行為の写し

○

・以下の内容のものを全員分提出してくださ
い。
　・マイナンバー及び住民票コードの記載
　　のないもの。
　・日本人の場合は、本籍地の記載のある
　　もの。
　・外国人（特別永住者を除く）の場合
　　は、国籍・地域、在留資格、在留期
　　間、在留期間の満了の日及び在留カ
　　ード番号の記載があるもの。
　・特別永住者の場合は、特別永住者で
　　ある旨、特別永住者証明書番号の記
　　載があるもの。
・発行日が申請日から３か月以内のものを提出
してください。
・申請者が公益財団法人の場合、評議員の住民
票の提出は不要です。

有 無

㉘ 申請者の役員の履歴書 参考様式第２－３号 ○

・全員分を提出してください。
・「⑨職歴」欄については、役員の就任年月も
記載してください。また、以前の勤務先等の退
職日も記載してください。
・申請者が公益財団法人の場合、評議員の履歴
書の提出は不要です。

有 無

㉙ 監理支援責任者の住民票の写し ○
・監理支援責任者が複数名いる場合、全員分提
出してください。
・留意事項は上記㉕と同様です。

有 無

㉚
監理支援責任者の就任承諾書及び誓約書並び
に履歴書

参考様式第２－４号 ○

・監理支援責任者が複数名いる場合、全員分提
出してください。
・「⑨職歴」欄については、監理支援機関に入
職した年月も記載してください。また、以前の
勤務先等の退職日も記載してください。
・監理支援責任者は、申請時において常勤の方
を選任する必要があります。

有 無

㉛
監理支援責任者に対する講習の受講証明書の
写し ○

・監理支援責任者が複数名いる場合、全員分提
出してください。
・申請時点で過去３年以内に受講したものを提
出してください。
・経過措置として、育成就労法施行前に受講し
た技能実習制度における監理責任者等講習の受
講証明書も有効です。

有 無

㉜ 監理支援責任者の常勤性が確認できる書類 ○

・監理支援責任者が複数名いる場合、全員分提
出してください。
・監理支援責任者の常勤性が確認できる書類と
して、①及び②の資料が必要です。
①　社会保険の加入を証明する以下のいず
　れかの書類（保険者番号、被保険者等記
　号・番号、被保険者整理番号、基礎年金
　番号及び監理支援責任者以外の情報をマ
　スキングしたものを提出する。）
   ・健康保険・厚生年金保険被保険者
　　標準報酬決定通知書の写し
　・健康保険・厚生年金保険資格取得確認
　　及び標準報酬決定通知書の写し
　上記の社会保険の加入を証明する書類の提出
が難しい場合は、提出が困難であること及び常
勤の役員又は職員であることについての具体的
な説明文書が必要です。
②　賃金台帳の写し及び出勤簿等の写し

有 無
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番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

㉝
監理支援責任者の賃金等の支出が確認できる
書類 ○

・監理支援責任者が複数名いる場合、全員分提
出してください。
・監理支援責任者が無報酬役員でない場合は、
監理支援責任者に対して支払った役員の報酬又
は賃金に係る直近３か月分の支出実績が分かる
資料（給与明細書の写し 等）を提出してくだ
さい。
・職員の雇用開始時期等の関係で支出実績が３
か月に満たない場合は、申請時点で生じている
実績に係る分のみを提出してください。

有 無

㉞
外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概
要書

参考様式第２－５号 ○ 有 無

㉟ 外部監査人に対する講習の受講証明書の写し ○

・申請時点で過去３年以内に受講したものを提
出してください。
・経過措置として、育成就労法施行前に受講し
た技能実習制度における監理責任者等講習の受
講証明書も有効です。
・法人が外部監査人となる場合は、監査実施責
任者（複数いる場合は全員分）の講習受講証明
書の写しを提出してください。

有 無

㊱ 認定送出機関リストの写し（※） ○

・機構HPから送出機関リストを印刷し、対象
の送出機関の番号部分に○印を付けて提出して
ください。

（※）二国間取決めの作成のための協議中であ
る場合、認定送出機関となることが見込まれる
機関のリスト（暫定送出機関リスト）が相手国
から提出され、機構HPに掲載されます。
　対象の送出機関が暫定送出同リストに登載さ
れている場合は同リストを印刷し、番号部分に
○印を付けて提出してください。

有 無

㊲
監理支援機関と外国の送出機関との監理型育
成就労の申込みの取次ぎに関する契約書の写
し

○

・外国の送出機関が複数ある場合は、全てのも
のを提出してください。
・日本語版と現地語又は英語版の両方を提出し
てください。
・送出管理費の支払に使用する送出機関及び監
理支援機関両方の法人名義の銀行口座情報を記
載してください。
・「監理型育成就労外国人等又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労
外国人等と社会生活において密接な関係を有す
る者の金銭その他財産を管理せず、かつ、監理
型育成就労に係る契約の不履行について違約金
を定める契約その他の不当に金銭その他の財産
の移転を予定する契約をしないことを確認する
（育成就労法施行規則第６７条第５号）」旨、
記載してください。
・送出機関と覚書等を交わしている場合は、当
該覚書等の写しも提出してください。
・現在締結している契約が技能実習の送出しに
係る契約である場合は、原則、育成就労外国人
になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎ
に関する契約を新たに締結いただく必要があり
ます。
・違約金を受け取ることや監理支援費以外の手
数料等を受けることを約する定めは育成就労法
違反であり、許可の取消し等の対象となりま
す。

有 無

㊳ 入国前講習に係る委託契約書の写し ○
・入国前講習を委託している場合は、当該委託
に係る委託契約書の写しを提出してください。
・日本語版と現地語又は英語版の両方を提出し
てださい。

有 無

㊴ 育成就労計画作成指導者の履歴書 参考様式第２－６号 ○

・監理支援機関が扱う業務区分の全てについて
作成指導者の履歴書の提出が必要です。
・「⑨職歴」欄には、監理支援機関に入職した
年月も記載してください。また、以前の勤務先
等の退職日も記載してください。
・「⑪作成指導を行うこととなる取扱職種ごと
の実務経験年数」欄には、監理支援機関が扱う
業務区分ごとに、分野名・業務区分名・会社
名・実務経験年数を記載してください。
・「⑫作成指導を行うこととなる取扱職種に係
る技能実習計画作成指導経験」欄には、申請時
点で直近過去３年以内の技能実習制度における
技能実習計画の作成指導経験について、監理団
体名・職種・作成指導した年月、会社名、件数
を記載してください。なお、単に補助者として
技能実習計画の作成を手伝ったり、助言したり
したにとどまる場合は含まれません

有 無
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番号 必要な書類 書式 提出の要否 留意事項
申請者確認欄

○をつける

㊵
育成就労計画作成指導者に係る雇用契約書又
は労働条件通知書の写し ○

・育成就労計画作成指導者が職員の場合に提出
が必要です。なお、役員の場合は提出不要で
す。

有 無

★

監理支援機関許可申請に係る提出書類一覧・
確認表
（特定職種を取扱職種とする場合の追加書
類）

・監理支援機関の許可基準に関し分野所管大臣
が告示で定めた職種に係る監理支援機関の許可
申請である場合や個別具体的な申請内容に応じ
て資料が必要であると認められる場合などに提
出が必要となります。具体的な書類は別途、確
認してください。

有 無

★ 委任状 サンプルを機構HPに掲載

・申請書の提出や許可証等の受領を申請者以外
に委任する場合に提出してください。
・審査の過程において、直接申請者に問い合わ
せを行う場合もあります。
・行政書士法の改正により、令和８年１月１日
から、行政書士又は行政書士法人でない者は、
他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他
人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する
書類（電磁的記録を含む。）その他権利義務又
は事実証明に関する書類を作成することはでき
ません。

有 無

★
直近の監理団体許可証及び監理団体許可条件
通知書の写し
（監理団体の許可を受けている法人の場合）

・全ての監理事業所について写し（コピー）を
提出してください。 有 無

★ 返信用封筒（申請受理票送付用）１枚
長形３号封筒

※110円切手を貼付 ○
・申請受理票を送付します。申請受理票の送付
先（申請者、担当者等）を明記した封筒に１１
０円分の切手を貼付してください。

有 無

☆ 返信用封筒（結果の通知送付用）１枚

レターパック（赤）
（又は角形２号封筒
※５３０円切手を貼

付）

○

・申請結果は郵送で通知します。
・郵便事故防止等のため、レターパック（赤）
を提出してください（５３０円分の切手（簡易
書留の郵送料）を貼付した角形２号封筒でも可
です）。
・レターパック（赤）又は角形２号封筒には、
送付先（申請者、担当者等）を明記してくださ
い。

有 無

☆ 許可の申請に係る手数料（収入印紙） ○

・申請内容に応じた適正な金額に相当する収入
印紙を②監理支援機関許可申請書／監理支援機
関許可有効期間更新申請書の1枚目の左上に貼
付して納付してください。
【金額】
　基本額　1件につき　１０，６００円
　加算額　事業所が２以上の場合
　　　　　４，４００円×（事業所数－1）

・納付された手数料は返還しません。

有 無

☆ 調査手数料払込みを証する書類
調査手数料払込申告書

（台紙）
（機構HPに掲載）

○

・払込票による納付となります。申請内容に応
じた適正な金額を機構HPで案内する所定の方
法で払い込んでください。
・手数料を振り込んだことを証明する書類（受
領証等）を台紙に貼付の上、申請者名等を記載
してください。
・払込票に記載されている１７桁の請求番号を
台紙に記載してください。
※具体的な納付方法については、機構HP等で
お知らせします。
【金額】
　基本額　１件につき　８１，０００円
　加算額　事業所が２以上の場合
　　　　　５７，６００円×（事業所数－1）

・納付された手数料は返還しません。

有 無

☆ 登録免許税納付を証する書類
登録免許税納付申告書

（台紙）
（機構HPに掲載）

○

・許可１件につき、登録免許税15,000円を事
前に納付し、領収証書を貼付用台紙に添付し提
出してください。

【納付場所：麹町税務署】
税目番号：221
税務署名：ｺｳｼﾞﾏﾁ
税務署番号：00031017

有 無
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種類 金額 納付先 納付方法

（１）申請手数料
10,600円＋4,400円×（全
監理支援事業所数－１）

国
（主務省庁）

収入印紙

（２）調査手数料
81,000円＋57,600円×（全監理
支援事業所数－１） 機 構 払込票

（３）登録免許税 15,000円
日本銀行
又は

税 務 署
現金納付

申請を行う際には、申請書類一式を提出する際に併せて、下記の手数料等を

納付したことが分かる資料を添えて提出してください。

なお、一度納付された手数料（登録免許税を除く）は、後になって申請を

取り下げたとしても還付できませんので留意願います。

手数料・登録免許税の金額と納付先は以下のとおりです。

３．手数料・登録免許税について

（１）申請手数料

申請手数料は、

☆ 申請書の所定の欄に必要額の収入印紙を貼付して納付

してください。

申請書に貼付された収入印紙は、申請の受理時に機構において消印しま

すので、その後に申請の取下げ等を行ったとしても、還付できませんので、

ご注意願います。

監理支援機関の許可申請手続



３．手数料・登録免許税について（つづき）

（２）調査手数料

調査手数料は、申請前に次の方法で払い込んでください。

☆ コンビニ払い／ゆうちょ銀行・郵便局の窓口払い（払込票払い）

※ システム利用料572円がかかります。

※ 払込には払込票の取り寄せが必要です。

ア 払込

（ア） 払込票の取り寄せ

機構ホームページにある払込票発行入力フォームに必要事項を入力

してください。

翌営業日に指定住所へ「払込票」を発送します。

※ 払込票にはシステム利用料572円が加算されています。

※ 入力する際、「申請者名」欄には、許可申請を行う

申請者名（法人名）を入力してください。

（イ） 払込

払込票が届いたら、払込票を持参の上、以下のいずれかで

払込をしてください。

○コンビニエンスストア （現金のみ（30万円まで））

○ゆうちょ銀行・郵便局の窓口 （現金 または ゆうちょ口座）

なお、一度納付された手数料は還付できません。

イ 受領書等の提出

「調査手数料払込申告書」に

・手数料を振り込んだことを証明する書類（受領証等）を貼付

・払込票に記載されている「請求番号」（17桁）を記載

して、申請書の添付資料として提出してください。

監理支援機関の許可申請手続



（３）登録免許税

登録免許税は、

☆ 申請前に「麹町税務署」宛て納付

してください。

ア 納付場所

以下のいずれかの場所で納付してください。

① 許可権者（厚生労働大臣・法務大臣）の所在地を管轄する税務署

管轄税務署：麹町税務署 電話（代）：03-3221-6011
税務署番号 ：00031017

② 日本銀行（本店、支店、一般代理店、歳入代理店（郵便局を含む ））

※ 日本銀行ホームページから語句検索で「歳入代理店」等と入力すると最
寄りの店舗を検索できます。

イ 納付に必要な書類
〇 納付書（領収済通知書）（３枚綴りの様式）

１枚目（領収済通知書）に所定の内容を記載してください。
２、３枚目に複写されます。
３枚目（領収証書）が納付時に領収書として押印されて返却されます。

※ （納付書）領収済通知書の様式は、最寄りの税務署で入手できます。

税務署では、入手する際に、年度、税目番号、税務署名、税務署番号を印
字してもらうことができます。
なお、日銀代理店等には、様式を置いていない場合がありますので、個々

に確認してください。

ウ 領収証書の提出

☆ 領収印が入った領収証書（様式３枚目）の原本を「登録免許税納付申

告書」に貼付して申請書の添付資料として提出

してください。

監理支援機関の許可申請手続

３．手数料・登録免許税について（つづき）



（記入例）令和８年度に申請する場合

① 年 度：０８
② 税目番号：２２１
③ 税務署名：コウジマチ
④ 税務署番号：０００３１０１７
⑤ 本 税：￥１５,０００（右詰めで記入）
⑥ 合 計 額：￥１５,０００（右詰めで記入）
⑦ 住所（所在地）：申請者の住所等を記入
⑧ 氏名（法人名）：申請者の名称を記入

⑨ 申告区分：「その他９」に〇をしてください
※①～⑨以外の欄は記入不要です

① ② ③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

監理支援機関の許可申請手続

３．手数料・登録免許税について（つづき）

監理支援機関の正式名称を記載願います
例）〇 法厚協同組合

× 法厚（協）


